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1. はじめに 

 

 本報告は，土浦市における環境(2.)・農業(3.)・
防災(4.)に関する課題を網羅的に記述したものであ

る．課題の抽出に当たっては，1)図-1に示すよう

に，環境・農業・防災の分野ごと，課題と考えられ

るものを可能な限り列挙した．2)そして列挙された

ものが本当に
．．．

「
．
課題」であるかを議論のうえ，本報

告に記載する課題を抽出した．以下，分野ごとに述

べる． 

 
 
2. 環境 

 

(1) 大気環境 

 茨城県大気汚染常時監視情報によると，SO2や

NO，SPM などの物質量から評価される土浦市の大

気汚染の状態は概ね基準値を下回っている．しかし

近年は，主要幹線道路の沿道において浮遊粒子状物

質の環境基準を満たさない地点もみられ，これは自

動車交通などに起因する大気汚染と考えられる．実

際，土浦市内の幹線道路では，特に通勤通学，帰宅

ラッシュ時の混雑・渋滞が頻繁に観察される．ま

た，光化学スモッグに関しても，健康への影響があ

るため注意が必要である．光化学スモッグとは，工

場や自動車から排出される窒素酸化物および炭化水

素類を主とする一次汚染物質が光化学反応を起こす

ことによって発生する，二次的な汚染物質(光化学

オキシダント)を原因に生じるものである．土浦地

区での光化学スモッグ注意報の発令日数は 0 日(令

和元年度)であった．しかし，光化学オキシダント

は環境基準を満たさない年が続いており，楽観視は

妥当でない．また，自動車や工場の多い首都圏から

汚染物質が流れてくることも十分に考えられ，土浦

市は比較的都心に近いため注意が必要といえる．こ

うした実態を受け，市環境保全課では，法律・協定

を通じた規制，自動車排出ガス調査の実施，光化学

スモッグ・PM2.5 などに関する注意喚起の伝達シス

テム整備，酸性雨のモニタニングといった各種対策

を行っている． 

 

(2) 地球温暖化 

 平成 30 年に受諾された「国連気候変動に関する

政府間パネル」(IPCC)の特別報告書によれば，気温

上昇のリスクを抑えるには，2050 年までに二酸化炭

素の実質排出量を 0 にする必要があるとされてい

る．土浦市の温室効果ガス排出量をみると，令和元

年度は大幅に削減されており，排出された温室効果

ガスのほとんどが二酸化炭素であることを確認でき

る．「実質排出量 0」とは，人為的な発生源による排

出量と森林等の吸収源による除去量との間の均衡を

達成することである．このうち，後者の植物などが

吸収する二酸化炭素などの量を正確に測ることは容

易ではない．従って今後も温室効果ガス排出量をさ

らに削減していく必要はあるものと考えられる． 

 

(3) 水環境 

 土浦市内の雨水・生活排水などは，下水道や河川

などを経て，最終的に西浦に流れ込む．市は 9 河川

(天ノ川，境川，一の瀬川，桜川，新川，備前川，

花室川，乙戸川)で調査を行っており，河川ごとに

県の環境基準の類型が指定されている．霞ヶ浦およ

び河川の水質改善は近年停滞傾向にあり，一部環境

基準を達成していない水域が存在する．ここで，霞

ヶ浦の化学的酸素要求量(COD)をみると，高度経済

成長期の昭和 40年代から上昇しはじめ，昭和 53，
54 年ごろにピーク(約 11mg/L)を迎えた．その後，

条例の制定などにより改善に向かい始めたものの，

現在に至るまで 7mg/L前後で推移しており，環境基

準の 3mg/L には至っていない．富栄養化の原因物質

とされる窒素やリンについても同様，横ばいに推移

している．河川の生物化学的酸素要求量(BOD)など
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に関しては，平成以降やや改善傾向にあるが，未だ

環境基準を満たしていない河川もある．また，市内

の水辺では汚れた水を好むイトミミズやユスリカ類

が多く確認されており，有機汚濁が進んでいること

を示している．ちなみに，市が定める水質の環境基

準は類型 A というもので，Aクラス未満の水質では

安全な水浴が出来ない．以上を踏まえると，未だ市

が目指す「泳げる霞ケ浦」が定める目標には届いて

いないことが示唆される． 

 近年では，工場・事業所などの排水の水質につい

ては，規制・基準が定められている他，令和 3 年度

からは規制が強化されることも決定しているなど，

積極的な取り組みが行われており，実際にも改善が

進んでいる．一方，生活排水や農地・市街地からの

面源による負荷の比率は大きくなっている． 

 しかし，土浦市の汚水処理人口普及率(令和元年

度)に着目すると，公共下水道 88.1%+農業集落排水

2.7%+合併処理浄化槽 8.0%＝合計 98.8％と非常に高

い数値を示している．公共下水道に関しては，浸水

対策を目的として昭和 41 年から中心市街地には合

流式，その他の地域には分流式で整備されている．

土浦市の公共下水道は，霞ヶ浦北西地域の 5 市町に

またがる霞ヶ浦湖北流域下水道事業に含まれてい

る．公共下水道に流される汚水は下水処理場で高度

処理がなされている． 

農業集落排水施設は，平成 20 年度に整備が完了

している．対象地域は，西部地区(飯田，矢作の全

域，佐野子の一部），北部地区(今泉，栗野町の全

域，小山崎の一部)，東部地区(白鳥町，菅谷町の一

部)，高岡地区(藤沢新田，田土部の全域，高岡の一

部)，沢辺地区(小高の全域，沢辺の一部)，西根地

区(中村西根の一部)である． 

土浦市衛生センターは，人口変動や公共下水道お

よび農業集落排水施設の普及により処理量が減少し

ていることを踏まえ，施設の改築および稼動調整を

行うとともに，処理水を公共下水道に放流してい

る．今後も引き続き処理量は減少していくと考えら

れ，合併処理浄化槽の普及により浄化槽汚泥の割合

は年々増加していることから，処理の主体となって

いくであろう浄化槽汚泥に十分対応できるようにな

る必要がある．処理効率の向上を図り，資源回収に

も十分配慮した汚泥再生処理センターの整備を，令

和３年度からの供用開始を目指して進めている． 

市の予算に注目すると，令和元年から 2 年にかけ

て，特別会計に含まれる下水道事業の予算が 66.3％
増加，汚泥再生処理センター事業の進捗により衛生

費が 33.9%増加した． 
また，農業も水環境に影響を与えている．例え

ば，畑土・肥料の流出，側溝・用水路の劣化や汚染

などがある．農業の章で詳述するように，土浦市で

はレンコンの生産が盛んであり，ブランド化や耕作

放棄地のハス田への再利用も進められている．しか

し，そのハス田からの肥料成分の流出が，生活排水

や畜産排水とともに霞ヶ浦における水質汚濁の要因  

の一つになっていることが指摘されており，上述の

施策と霞ケ浦の水質がトレード・オフの関係にある

可能性がある． 

現在，市の環境保全課では，全ての工場・事業所

を対象に調査を実施し，それぞれに応じた基準を超

過している事業者には原因の調査および改善計画の

提出を求め，指導を行っている．その他にも，土浦

市では環境衛生課や下水道課を中心に，家庭排水浄

化推進協議会と一体となって廃食用油回収事業を進

め，アオコの回収，合併処理浄化槽の適正な維持管

理の指導，高度処理型の維持管理の指導，高度処理

型浄化槽設置補助，水洗化が進んでいない地域への

訪問，生活排水汚濁負荷量の算出，畜産排水対策な

どを行っている． 

 

(4) 騒音・悪臭 

 近年の公害に対する苦情・相談件数をみると，大

気汚染や水質汚濁の件数が減少しているのに対し，

騒音や悪臭などの都市生活型公害の件数はそれほど

変化していないことがわかる．具体的には，野外燃

焼行為による悪臭，近隣から発生する騒音が 1，2
番目に多い．この要因として「土浦市環境白書 令

和元年度年次報告書」(以下：白書)では，近隣関係

の希薄化やモラルの低下が指摘されている． 

また，交通騒音は市内でも環境基準を達成してい

ない地域がある．例えば，幹線道路のすぐそばに位

置しているモール 505 などの施設では特に交通騒音

の影響を受けやすく，騒音の大きさを土地利用にお

いて考慮する必要がある． 

そのほか，成田空港を発着する航空便による騒音

や，振動に関しても注意・監視をしている． 

 悪臭の苦情に関しては，畜舎や工場などが原因と
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されるものから，小規模事業所や家庭でのごみ焼却

など生活系のものへと移行しており，規制や指導が

難しくなっていることが白書にて指摘されている． 

土浦市は昭和 46 年以降，土浦・千代田工業団

地，土浦千代田工業団地，東筑波新治工業団地など

の企業と公害防止協定を締結している． 

なお臭気の測定は，人のきゅう覚に頼らざるを得

ない状況である．従って分析の技術力や測定機器を

購入する経済力の不足も課題といえる． 

 

(5) 土壌環境 

 土壌汚染については，原因者や土地所有者に汚染

物質の除去が義務付けられている．土壌汚染対策法

に基づき，土浦市では全部で 4つの区域が要措置区

域に指定されている．これらの区域に対しては，そ

れぞれの状況に応じてモニタリングや汚染物質除去

などの対策がとられている． 

また，市内の地下水の概況調査によると，主に家

畜排せつ物や過剰施肥が原因といわれている硝酸性

窒素および亜硝酸性窒素やドライクリーニングの溶

剤や金属加工業の脱脂剤として使用されているトリ

クロロエチレンやテトラクロロエチレン，自然由来

と思われるヒ素による地下水汚染が確認されてい

る． 

個人の井戸については，井戸の所有者が衛生管理

を行うこととなっており，年に 1 度の自己検査の努

力義務が規定されている．また，賃貸住宅や一定規

模以上の建物で井戸を所有している場合は 2 度の検

査が義務付けられている． 

 

(6) 景観 

 土浦市には，亀城風致地区と桜川風致地区という

2種類の風致地区が存在している．中でも前者の亀

城公園周辺は，市が「土浦市景観計画」に基づき定

める「景観形成重点地区」のうち「旧城下町とその

周辺地区(中城通り地区)」も指定されている．土浦

市では，市全域が景観計画区域に指定されており，

景観形成重点地区は，その中でも特に景観形成に向

けて重点的かつ計画的に景観の保全・誘導を図る必

要がある地区のことである．亀城公園周辺は歴史的

な街並みが特徴的で，通路に対して奥側に蔵を持つ

家も多くみられる地区である．しかしながら，蔵を

十分に活用できていない家や，1階は店舗として活

用しているものの 2階以上は管理が行き届いていな

いように見受けられ，景観上望ましくないと考えら

れる家，シャッターが閉まっておりおそらく営業し

ていないであろう店舗などが散見された．景観形成

重点地区は，それに指定された区域における，ある

一定以上の建築物の建築などの行為に際し，届出を

義務付けるという趣旨のもので，同区域に指定され

たからといって区域内の建物の改良に補助金が交付

されるといったものではない．従って，既述のよう

な，景観のうえで必ずしも望ましいとはいえないよ

うな建築物がみられる背景には，当該建築物を保有

する人の金銭的な余裕の度合いが影響しているとい

う可能性が考えられる．その他にも，構造的に建て

替えがしやすいかどうかなども関係がある． 

加えて，特に中心市街地では，駅や駅周辺で高層

建築物が整備されている一方でそれらの裏側に低層

の廃れた住宅が並んでいる他空地や空き家など管理

されていない土地があったり，モール 505 など空洞

化の進む商業施設があったりと，景観のうえで必ず

しも望ましいとはいえない事例がみられる．空地の

活用・空き家の撤去が進まない要因において，所有

者側としては，空き家を更地にすると所有者が税制

面の優遇措置が受けられなくなること，行政側とし

ては所有者を特定するのが難しいことなどが指摘さ

れている． 

 違反野外広告物については，市と民間ボランティ

アが連携し，違反野外広告物追放事業として違反野

外広告物の簡易除去を行っている．令和元年度の件

数は 412件にものぼり，今後も対策を続けていく必

要があるものと考えられる． 

 不法投棄やポイ捨て，ペットのふんなど，マナー

やモラルの低下による景観悪化も課題である．霞ヶ

浦・北浦流域清掃大作戦では 8,870kg，関東地方環

境美化運動では 77,220kg のごみが回収されたとい

い，ポイ捨てなどの被害は氷山の一角である可能性

も十分考えられるところである． 

 

(7) 緑地 

 農地は，食糧生産以外にも保水調整や生態系の保

全などの機能を持っている．しかし一旦荒廃する

と，雑草の繁茂などにより病害虫の発生源や有害鳥

獣の住処になる可能性があり，更に耕作地として回

復するためには非常に大きな労力と長い年月がかか
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る．放棄面積は年々減っているものの，令和元年度

の調査では 308ha にものぼるため，今後も対策を続

ける必要がある．農業の章で詳述するように，こう

した耕作放棄地に関する対策として，レンコンを生

産するためのハス田への再利用が進められている． 

 現在は，海外の安い材木などの影響もあるため

か，山林からの薪炭などの資源の利用の減少に伴

い，用材としての林業の衰退，里山との関わりの希

薄化，平地林の荒廃が進んでいる．市はこれを受

け，緑整備推進事業を推進し，森林湖沼環境税を活

用して，手入れの届かない森林の整備・維持管理を

図っている．しかし，衛生費に含まれる環境保全対

策費は，令和元年 2 年において約 24%減っているな

ど，財政的に厳しいという現状もある． 

 

(8) 生態系 

 霞ケ浦や流入河川の水生植物は，水質の悪化，コ

ンクリート護岸の整備などによって減少し，現在は

60種類ほどが生育しているとされる．水質は良好で

あるとはいえず，市民生活における快適性が低下し

ているとともに，健全な生態系を維持するための動

植物の生息空間が維持されていないのが現状であ

る．霞ヶ浦では，国や県のレッドデータブックに記

載されている動植物も確認されている．内陸部の河

川や沼では，メダカやタナゴなどの魚類，タガメや

ホタルなどの水生昆虫，イモリなどの両生類など，

郷の水辺で見られていた動物類が減少している．市

内の代表的な里山である，宍塚大池周辺の地区で

も，国や県のレッドデータブックに記載されている

動植物が確認されている．近年の開発，農業担い手

不足による農地荒廃などにより生息環境の減少が懸

念されている．農地の保全から環境保全型農業を振

興するほか，里山の管理や営農を地域で支えていく

仕組みの検討も課題である． 

さらに，アメリカナマズなどの外来魚は未だ多く

生息し，生態系への影響が懸念されている．外来生

物が増加すると，農林水産業への影響が出たり，医

療分野などにも生かされている遺伝子資源への影響

が出たりなど，波及的に悪影響が生じうる．こうい

った課題に対し，アライグマやオオキンケイギクに

関しては防除実施計画を策定したり，筑波山地域ジ

オパークの推進をしたりしている． 

 

(9) ごみ 

 土浦市のごみ排出量は，近年緩やかに減少傾向を

示している．一人一日当たりの排出量も同様に，平

成 24 年度で 1,178g であったのが令和元年度では

1,003g と一貫して減少傾向が続いている．しかしな

がら，一人一日当たり排出量については，依然，国

や県の平均を上回っている．平成 30 年に家庭ごみ

処理有料化が開始され，ごみの量は平成 30 年から

令和元年にかけても減少しているが，今後もごみの

削減に向けて対策を講じていく必要性は変わらない

だろう． 

リサイクル率に関しては，平成 27 年に生ごみと

容器包装プラスチックの分別回収が開始されたこと

を受け，平成 27 年に急増したが，その後は横ばい

に推移している．市では子ども会廃品回収や資源物

の拠点回収にも取り組んでおり，このようなリサイ

クル推進事業についても，今後も続けていく必要が

あると考えられる． 

 

(10) エネルギー 

 土浦市環境保全課では，うるおいと安らぎのある

まちの創造と地球環境の保全を目的として，住宅用

環境配慮型設備の導入に対して補助を行っている．

具体的には，家庭用燃料電池システムと定置用リチ

ウムイオン蓄電システムが対象となっている．学校

や公民館，公園などの公共施設においても，太陽光

発電の導入や明かりの LED化などが進められてい

る．また，バイオマスタウン構想に基づき，民間事

業者によるメタン発酵・堆肥化施設建設事業の支援

が行われており，年間で 5,000t 近くの生ごみを回収

している．さらに，夏の省エネルギー対策に有効な

緑のカーテンを一般家庭や公共施設，事業所等に普

及させる取組も行っている． 

また，土浦市立地適正化計画において，「コンパ

クト・プラス・ネットワーク」の都市構造の構築が

目標とされている．これに基づき，集約した都市を

実現していくことも，都市全体のエネルギー消費量

を削減するうえで肝要といえるだろう． 

 

(11) 人づくり 

 日常の死因生活や通常の事業活動が環境に負荷を

与えている現状がある．環境問題に対して理解を深

め，正しい認識と知識を持つための環境教育・環境
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学習と共通理解として情報共有のための場づくりが

重要である． 

各小中学校では，発達段階に応じて生活課・社会

科・理科・家庭科などの強化や道徳・特別活動など

の教育活動全体を通じて「環境から学ぶ」，「環境に

ついて学ぶ」，「環境のために学ぶ」を視点に環境教

育が行われている．特に「総合的な学習の時間」に

おいては，市内の自然環境や環境を守る施設等を活

用しながら，児童・生徒が身近な環境問題について

調べていく活動を積極的に行っている．学校以外で

も，子どもたちを対象とした環境教育や，市民の生

涯学習として，出前講座などによる環境教育や環境

学習の機会の提供などを行っている． 

小中学校だけでなく，一般の人に対しても環境学

習の場を提供することも必要である．また，情報共

有の場としてのコミュニティ形成も有効な対策と考

えられる． 

 

 

3. 農業 

 

(1) 農業従事者の減少・高齢化 

 年齢別の農業就業人口を図-2に示す．どの年も

65歳以上の割合が最も多く，60～64歳と 60歳以上

の農業就業人口の割合も毎年上昇している．一方，

それ以外の世帯の割合は毎年減少しており，高齢化

が進んでいるといえる．実際，全体の平均年齢も毎

年上昇している． 
続いて，農業後継者の有無と農家数の関係を図-3

に示す．これをみると，同居農業後継者のいる農家

数は毎年減少しており，農業後継者不足が深刻化し

ていることがわかる． 
土浦市全体の農業就業人口(図-4)をみても，2000

年から 2015 年までの 15 年間で 3割減少するなど，

土浦市の農業就業人口は全体的に減少傾向にある．

ここで，農業後継者の有無別農家数と農業就業人口

の両者とも 2005 年から 2010 年にかけて増加してい

るが，これは 2006 年に新治村が土浦市に編入した

ことが原因として考えられる．ここまで述べた「農

業従事者の高齢化」「農業後継者の不足」「農業就業

人口の減少」といった課題から，今後も農業労働力

の減少が進行するものと推測される．さらに，コロ

ナショックは土浦市の農業にも少なくない影響を与

えている．生産者にとって，学校や飲食店などの固

定販路は，利幅は小さくとも安定収入を得ることの

できる重要な要素であった．しかし，新型コロナウ

イルスの感染拡大の影響に伴い休校や営業自粛が続

いたことで出荷にストップがかかり，多くの生産者

が打撃を受けている． 

 

(2) 耕作放棄地の増加 

 農業労働力の減少は耕作放棄地の増加を招いてい

る．実際に，2000 年から 2015 年の 15 年間でその面

積は 2.3倍に増加しており(図-5)，全体として増加

傾向にある．なお，図-5において 2005 年から 2010
年にかけて耕作放棄地が急激に増加しており，これ

は新治村合併の影響と考えられる点に留意された

い．耕作放棄地の増加がもたらす問題として，まず

周辺環境への影響が考えられる．例として，農地を

放置することにより，雑草が生えたり，害虫が発生

したりするなどの問題が発生することが挙げられ

る．それだけでなく，十分な管理が行われないため

に周囲の迷惑になること，或いは景観や周囲の農地

へ悪影響を及ぼす可能性も考えられる．さらに，防

災の側面からもいくつかの問題点が挙げられる．農

地には災害を防ぐ機能があるが，耕作放棄地となっ

て管理されなくなると，火災時の延焼を防ぐ効果

や，雨水の貯留によって洪水の発生を防ぐ効果など

農地の持つ様々な機能が失われてしまう．防災の観

点からも，耕作放棄地の発生防止や解消に努めるこ

とが求められる． 

ここまで述べた様々な問題に対して土浦市が行っ

ている対策として，農地中間事業の活用が推奨され

ている．この事業の特長のひとつとして，貸し手と

借り手の双方にメリットがあり，耕作放棄地の解消

そして活用に繋がるということが挙げられる．令和

2 年 9月 15 日現在，市内から 80件の応募があり，

本事業は令和 3 年 3月 31 日まで今後も公募が続け

られる． 

この他にも，茨城県耕作放棄地対策協議会が主体

となって，耕作放棄地再生利用緊急対策事業が進め

られている．一例として，土浦市では，レンコン栽

培による耕作放棄地の解消を目的とした取り組みが

行われている．土浦市ではレンコン栽培が盛んであ

るうえ，ハウスで作成されるレンコンは高値で取引

される．このためレンコン農家は耕作放棄地再生利
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用交付金を利用，そして耕作放棄地を活用したレン

コン栽培に関心を持っている．これを受け，土浦市

は，平成 21 年 3月に，農家組合長に耕作放棄地再

生利用緊急対策事業について説明し，組合員農家全

戸に事業 PR用パンフレットを配布している．平成

22 年 8月 5 日には耕作放棄地再生利用交付金の交付

が決定し，耕作放棄地の田（常名地区 24ha及び虫

掛地区 30ha 計 54ha）がレンコン栽培のための再生

作業により整地された．一方で，レンコンの栽培が

水質汚濁につながることが報告されており，環境問

題との兼ね合いが求められているといえる． 

 

(3) 獣害 

 耕作放棄地の増加等による原因で，霞ケ浦湖畔を

中心としてカルガモなどによるレンコンの食害が後

を絶たず，またカラスやアライグマによる果樹の被

害，イノシシの被害が続いている．市では「土浦

市・かすみがうら市鳥獣被害防止計画」を作成する

ことで，これらの被害を 3 年でおよそ 2,000万円削
減するための取り組みを行っている(図-6参照)．し

かしながら土浦市の獣害による被害額は県の中でも

トップクラスであり，改善に向けた継続的な対策が

必要であることはいうまでもない．また，これら被

害を生み出す外来生物等の増加は，生態系の乱れ，

鳴き声や糞など環境面へ悪影響も及ぼすため，多方

面を考慮した注意が必要である． 

 

(4) ブランディング 

 土浦市は，同市の魅力を拡散し人を呼び込むこと

を目的に，平成 30 年度，レンコンやその他特産物

を土浦ブランドとして認定した．認定に際しては

「土浦の恵みが人を結び，まちの賑わいが土浦を豊

かにする」としたうえで，1)「水と土」が育む，豊

かな土浦の恵みをみんなで食べる，愛でる．2)つく

り手も，集まってきた人もともによろこび笑顔にな

る．3)土浦の魅力が多くの人に知られ，愛されてい

くことで，また新しいものが生み出され，発展して

いく．以上 3 点が選考基準とされた． 

一方，ブランディング事業の効果を計測する指標

が明確でなく，プロジェクトの効果――すなわち，

どんな判断基準を以て成功とみなすのかは明確でな

い．そもそも，このブランディングという施策が，

本当に土浦の魅力を外部に発信する手段となり得る

のかについても，疑念が残る． 

 

 

4. 防災 

 

(1) 防災に係る予算 

 本章では，土浦市における防災の課題を記載する

に先立ち，はじめに本市の防災に係る予算について

概観する． 

平成 23 年度から令和 2 年度までの市の予算に占

める防災費の割合を図-7に示す．平成 24 年に割合

が上昇しているのは，前年の東日本大震災を受け

て，耐震性貯水槽整備事業や地域防災見直し事業が

行われたためである．また，平成 28 年・29 年に割

合が高くなっているのは，地域防災対策整備事業の

一環である新治地区防災無線更新整備事業に多くの

予算が割かれたことが要因である．その他の年は

0.05～0.1％程度の割合で推移している． 

 

(2) 洪水 

 土浦市の地勢として，市街地の低部が標高 1.5m
から 2.5m と低く，そのために市街が発展した江戸

時代以降，数年に 1 度の頻度で水害が発生してい

る．その主な原因は霞ヶ浦からの逆流とされる．昭

和 13 年の洪水では，桜川低地が全面浸水し，当時

の土浦町全体で死者・行方不明者 6，住家全壊 10，
半壊 51，浸水 4,850 と甚大な被害となった．また，

この災害の被災戸数及び被災人員は全体の 95％にま

で及んだという． 
以上の災害を踏まえ，桜川では，河川改修が行わ

れ，河口から 10㎞の区間で築堤が完了している．

しかしながら，土浦市街地は依然として洪水の危険

にさらされているといえる．図-8に示したのは，市

が公開する洪水ハザードマップである．土浦駅周辺

の中心市街地は 0.5m～3m未満の浸水想定区域にな

っている．また，土浦消防本部土浦消防署や土浦警

察署が 3m～5m未満の浸水想定地域内に位置してお

り，水害の際，市民を守るために機能できるのかと

いう不安も拭えない．ここで，国土交通省の防災情

報を見ると，0.5m 以上の浸水で床上浸水，2.0～
5.0m の浸水で 2階の軒下まで浸水するという想定と

なっている．すなわち，多くのエリアで床上浸水以

上の建物被害が発生し得るといえる．さらに市が指
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定している避難所までの距離が遠い地域もあり，例

えば土浦市役所から最寄りの避難所である土浦第二

中学校までは徒歩で約 32 分かかると予想される．

土浦駅周辺の中心市街地には，人口や都市機能が集

中しているため，水害への対策は肝要といえる． 
 
(3) 土砂災害 

 土浦市土砂災害避難地図を見ると，土砂災害警戒

区域と土砂災害特別警戒区域が多く存在している．

それらの区域は，森林部のみならず，茨城県道 123
号や 199号，国道 354号といった，ある程度の交通

量が予想される市街地道路の沿線にも存在する．こ

れらのエリアで土砂災害が発生した場合，人命が危

険にさらされるだけでなく，交通網の麻痺の可能性

も考えられる．また，小野・大志戸・永井地区も土

石流の土砂災害警戒区域に指定されているが，近隣

に避難所がなく，有事の際に素早い避難が難しい状

況となっている． 
 
(4) 液状化 

 図-9に示したのは，土浦市の液状化危険度マップ

である．土浦駅周辺の中心市街地の大部分は「液状

化の可能性が極めて大きい」エリアに指定され，そ

の他桜川周辺地域が「液状化の可能性が大きい」エ

リアに指定されている．桜川の東側は，水田を埋め

立てて造成した柔らかい地盤であるため，液状化の

影響を受けやすくなっていることが原因だと考えら

れる．実際に，2011 年の東日本大震災では，桜川等

の低地で液状化が発生した．また，洪水ハザード同

様に，消防署や市役所が液状化の可能性が極めて大

きいエリアに位置していることも問題であると考え

られる． 
 
(5) 道路の冠水 

 土浦市公式ホームページには，道路の冠水の恐れ

がある地点として 14 か所が指定されている．例え

ば，大畑地内北インターチェンジは交通の主要な地

点であるが，豪雨時には 90センチ程度の冠水を記

録した．また，川口立体道は土浦駅周辺の道路であ

り，一定の交通量が予想されるが，過去に 40，50
センチの冠水を記録し，豪雨時には通行が困難にな

ってしまうことが考えられる． 
 

(6) 建物の耐震化 

 表-1に示したのは，平成 20 年に制定された土浦

市耐震改修促進計画と，平成 28 年に改訂された土

浦市耐震改修促進計画に基づく市内の建物の耐震化

率の現状と目標である． 
 特定建築物は病院やホテルなどの多くの人が集ま

る建築物を意味し，市有建築物全体は公立学校や市

営住宅，図書館などを意味する．平成 27 年までの

耐震化率の目標は，平成 27 年時点で住宅と特定建

築物の 2項目において達成できていない(図-10)．
また，住宅の耐震化については，共同住宅・長屋建

て住宅の耐震化は全体の 97％が完了しており，計画

は順調に進んでいる．一方で，一戸建て住宅の耐震

化が進んでおらず，コロナウイルスの影響で自宅勤

務などが普及する状況で地震の被害を受ける危険性

が高まっている．さらに，特定建築物の中では，病

院・診療所の耐震化の遅れが顕著になっている．病

院には，地震などの災害時における速やかな避難が

困難な人々も多数いると考えられ，今後の早急な耐

震化が求められる． 
 
(7) 誘導地域と浸水地域の重複 

 土浦市では立地適正化計画を作成しており，集約

型都市構造の実現のため，都市機能誘導区域及び居

住誘導区域を定めている．一方，国土交通省の地点

別浸水シミュレーション検索システム(浸水ナビ)に

よると，当該誘導地域と浸水想定区域が重複してい

る(図-11)．誘導地域と浸水想定区域が重複する地

域は全国にいくつもあり，そのような地域に対して

国土交通省「水災害対策とまちづくりの連携のあり

方」検討会が行ったヒアリングでは，「ハザードエ

リアに既成市街地が多く存在し，誘導区域から除外

すると，まちが成立しなくなる」などのような意見

が寄せられた．これを受けて，都市開発と水害対策

の連携不十分を回避するために，避難施設などを設

置する建築物への容積率の緩和や周辺地域に避難タ

ワーや避難路整備の推進などを行う案が公開されて

いる(図-12)．したがって，まちづくりと水害リス

ク低減の両立が困難であることが問題点として挙げ

られる． 
 
(8) 避難所収容数の超過 

 土浦市の地域防災計画によると，M7.5 規模の茨
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城県南部地震発生時の想定最大避難者数は 11,00人
であり，これを市の指定避難所数 27 で除した数は

おおよそ 400人である．これは，単純計算で一つの

避難所で受け入れなければならない数にあたる．し

かし，現在の状況では避難所内における三密回避の

ため，避難者同士のソーシャルディスタンス確保を

行った場合，この数を達成できるとは限らない．ま

た，図-13に示したのは，土浦市の人口集中地区

(DID)と指定避難所 500m 圏である．大規模地震等

で，住民が図中の丸で囲んだ地域の住民が近隣の避

難所に避難した場合，図中の丸で囲んだ地域で，

「逃げ遅れ」，「避難所収容数の超過」が発生する危

険性がある． 
 ところで，令和 2 年 9月に発生した台風 10号に

よって被害を受けた地域に対して国土交通省が実施

したアンケートでは，43％の自治体が避難所収容数

の「超過あり」と回答している．また，「超過あ

り」と回答した自治体のうち，86 の自治体が「三密

回避による避難所収容数減少」，94 に自治体が「従

来規模以上の台風であったこと」を原因としてお

り，大規模災害時の避難人数超過は起こりうる問題

であるといえる．また，同アンケート内で「ホテ

ル・旅館への自主避難」や「アプリ等で情報発信し

た自治体が少なかった」などの問題が提示されてお

り，他機関との連携についても課題を抱えているこ

とがわかった． 
 
(9) 空き家 

土浦市の空き家等対策計画においては，土浦市の

空き家管理状況は 67％が「管理不全」の状態になっ

ており，このような空き家は「放火・たばこの不始

末による出火」，「コミュニティ縮小による地域防災

力低下」，「景観及び住環境の悪化」などの問題を引

き起こす．したがって，空き家問題は防災，防犯，

環境などといった様々な分野にとっての課題として

認識する必要がある． 
 
 
5. おわりに 

 
 本報告では，土浦市における環境・農業・防災の

各分野に関する課題を網羅的に記述した．なお，記

述に際しては，各分野の章ごとにまとめているが，

各分野の課題の中には，他分野における課題と相互

に関連するものもみられた．市が耕作放棄地の活用

のため，その栽培を促進するレンコンの栽培が霞ケ

浦の水質汚濁に繋がるというトレード・オフの関係

は，この代表例といえる．さらに，本報告では対象

ではない分野と関連する課題も存在するであろうこ

とはいうまでもない．今後，土浦市が新たにマスタ

ープランを作成するに当たり，いま述べたような相

互に関連し合った課題を俯瞰する必要性が，改めて

導かれたといえよう． 
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